
【 給与支払報告書（総括表）について 】

１．姫路市へ提出の際には税務署より送付の総括表にかえて、同封の総括表を使用してください。

２．総括表に、給与支払報告書（個人別明細書）を添えて提出してください。

３．名称・所在地に変更があったときは、当該欄を訂正したうえで、別途、所在地・名称変更届出書をご提出ください。

４．姫路市への報告人員がない場合については、報告人員の合計欄に「0人」と記入のうえ、提出をお願いします。

　　ついては裏面のお問い合わせ先までお願いします。

※　電話でのお問い合わせ時は、総括表の上部に記載されている「指定番号」をお伝えください。

　　送付先に変更があった際も同様に所在地・名称変更届出書をご提出ください。

３．　給与支払報告書を特別徴収として提出された従業員の方であっても、退職等の理由により令和７年度課税について給与

　　所得者異動届出書を提出し、１０月以降の税額まで徴収済として普通徴収へ変更された方については、原則普通徴収とし

　　て処理されます。

　　（※退職等の理由により、令和７年１０月以降の税額まで徴収済として普通徴収に変更された方について、令和８年６月以降を

　　「特別徴収」とする場合は、お手数ですが「特別徴収への切替依頼書」を令和８年４月初旬までに提出していただきますよう

　　お願いいたします。）

普 通 徴 収 切 替 理 由 書 　（　兼　 仕 切 紙　）　　　記　入　例

注　休職者については、給与支払報告書を提出した年の６月に休職予定の方で特別徴収できない方

給　与　支　払　報　告　書　（　総　括　表　）　　記　入　例

　　が対象となります。

　姫路市では、「給与支払報告書(個人別明細書)において、普通徴収希望が確認できるもの」 で、給与支払額が

110万円以下のものについては、普通徴収として扱います。

　※兵庫県内の全ての市町において、普通徴収への切替理由書は上記の「ａ～ｄ」の４理由に統一されました。

　　普通徴収への切替理由の統一については、兵庫県市町振興課（電話：０７８－３６２－３０９９）まで。

       給 与 所 得 者 異 動 届 出 書 の 提 出  等 に つ い て

１．　退職・休職等の理由により、従業員の方に給与を支給しなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

　　　なお、給与所得者異動届出書については、姫路市ホームページからもダウンロード可能となっておりますので、詳細に

　　　現在特別徴収の対象でない場合でも、給与支払報告書を特別徴収として提出された従業員の方が上記理由となった場合は、

　　給与所得者異動届出書の提出をお願いします。

２．　姫路市においては、給与所得者異動届出書を受理し、「各月１５日までに処理した分を翌月初旬」に、「１６日から

　　月末までに処理した分を翌月中旬」に通知するようになっておりますのでご了承ください。

　　（給与所得者異動届出書提出から、姫路市の税額変更等の通知書類が届くまでに、約１か月を要します。）
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法人の方は、１３ケタの法人番号を、個人事業主の方は、左側を１

文字空けて１２ケタの個人番号を記入

令和８年１月１日現在の給与受

給者総人数（他の市町村の従

業員分も含み、退職者は含ま

ない）を記入

令和８年１月１日現在、姫路市

在住の特別徴収の方の人数を

記入（退職予定者は除く）

令和８年１月１日現在、姫路市

在住の普通徴収切替理由書に

該当する方の内、退職者、５月

３１日までの退職予定者の人

数を記入

令和８年１月１日現在、姫路市

在住の普通徴収切替理由書

に該当する方の内、退職者以

外の人数を記入

住民税（市民税・県民税）の特

別徴収納入書についてすでに

囲まれている○でと異なる場

合は赤字で二重線を引き正し

いほうを〇で囲む

（休業・廃業の場合）

休業・廃業の場合は、その旨

（例：令和７年１２月末廃業） を

記入

総括表の「普通徴収対象者（退職者）」欄と「普通徴収対象者（退職者を

除く）」欄の人数の合計と普通徴収切替理由書（兼仕切紙）の「普通徴収

合計人数」欄の人数は一致するように記入



１．普通徴収とする場合は、給与支払報告書（個人別明細書）の摘要欄に、該当する略号（ａ、ｂ等）または理由

２．受給者・扶養親族の氏名欄へフリガナ・個人番号、受給者生年月日の記入漏れがないようお願いします。

３．摘要欄等に前職の記載がない場合は、合算して問題ないものとして処理しますので、前職が該当する場合は

　ご利用にあたっての詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。なお、ｅＬＴＡＸご利用に際してご不明な点がござい

　ましたら、地方税共同機構のホームページの「よくあるご質問」 をご覧ください。

　電話番号：０５７０－０８１４５９　　ヘルプデスク：　９：００～１７：００　（土日祝日及び年末年始１２月２９日～１月３日を除く）

　（上記の電話番号でつながらない場合は０３－５５２１－００１９）

　　それぞれについて受け取り方法（電子）を選択し、必ず「通知先ｅ－Ｍａｉｌ」を設定してください。

２．合併等により法人番号が変更になる場合、指定番号も変更になります。合併した場合は給与所得者異動届出書を提出するよう

　　にお願いいたします。また、電子通知の受け取りは給与支払報告書をeLTAXで提出した事業所が対象となりますので、合併先で提出

　　が無い場合書面での受け取りになります。

【 ｅＬＴＡＸ に関するお問い合わせ 】

　　必ず記入してください。

※　令和５年度より、副本の提出は不要となりましたので、1人当たり１枚の提出をお願いします。

【 給与支払報告書の電子データ（ｅＬＴＡＸ又は光ディスク等）による提出義務について 】

　国税において給与等に係る源泉徴収票について、「e-TAX」又は「光ディスク等」による提出を※義務付けられている場合は、

市区町村へ提出する給与等に係る支払報告書についても、「eLTAX」又は「光ディスク等」による提出が義務付けられています。

※基準年(前々年）に税務署へ提出すべきであった「給与等の源泉徴収票」の枚数が１００枚以上の給与支払者は、電子データに

　よる提出が義務付けられています。

 ※本市では、郵送、管理等の事業者負担の面を考慮し、ｅＬＴＡＸを推奨しています。

【 ｅＬＴＡＸ で提出される場合の普通徴収とする際の注意事項について 】

１．「普通徴収」欄に 「 １ 」を入力してください。

（乙欄」に「 １ 」を入力した場合でも「普通徴収」欄に「 １ 」がなければ特別徴収となる場合があります。）

２．「摘要」欄に該当する普通徴収の略号（ a 、b 等 ） または理由を入力してください。

（※普通徴収」欄に「 １ 」の入力がない場合、「摘要」欄に略号の記載があっても特別徴収となる場合があります。 ）

【 ｅＬＴＡＸ の電子税額通知を希望される場合の注意事項について 】

１．電子税額通知を受取希望の場合、ｅＬＴＡＸにて給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用通知、納税義務者用通知

【 給与支払報告書（個人別明細書）について 】

　　を記入し、特別徴収分と普通徴収分を普通徴収切替理由書（兼 仕切紙）で分けてください。

「地方税ポータルシステム （eLTAX） 」による給与支払報告書の提出

　　　うになりました。（複数の市区町村にも、まとめて一度に送信できます）。

【 ｅＬＴＡＸ とは 】

　地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。

【 ｅＬＴＡＸ のメリット について 】

　１．インターネットを利用するため、自宅やオフィスから申告等の手続きを行うことができます。

　２．市区町村へ提出する給与等の支払報告書及び税務署へ提出する源泉徴収票をｅＬＴＡＸ を利用し、一括して作成・提出できるよ

　９．特別徴収税額の決定通知書を電子データで受け取ることができます。

１０．ｅＬＴＡＸのサービスは無料です。※パソコン環境や電子証明書等、事前の準備に費用が必要な場合があります。

　３．申告書の印刷代及び郵送代を削減することができます。

　４．記録が残るため、控え返送の依頼等が不要です。

　５．無償のｅＬＴＡＸ用ソフト「ＰＣｄｅｓｋ」で申告書を簡単に作成できます。

　６．ｅＬＴＡＸに対応した市販の税務会計ソフトのデータが利用できます。

　７．電子納税により、毎月納入する市県民税を、すべての市区町村に対して一括で納入することができます。

　８．平日は２４時まで申告や納付が可能です。

ｴﾙﾀｯｸｽ

【 給与支払報告書の提出先 ・ お問合せ先 】

姫路市 市民税課 個人住民税収担当

〒６７０－８５０１ 姫路市安田四丁目１番地

電話 ０７９－２２１－２２６０


